
【表紙】
 

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成28年６月30日

【会社名】 大崎エンジニアリング株式会社

【英訳名】 OSAKI ENGINEERING CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　　夛田　治夫

【本店の所在の場所】 埼玉県入間市大字狭山ケ原326番地

【電話番号】 ０４（２９３４）３４１１（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役経営企画室長　　小野　茂昭

【最寄りの連絡場所】 埼玉県入間市大字狭山ケ原326番地

【電話番号】 ０４（２９３４）３４１１（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役経営企画室長　　小野　茂昭

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

 

EDINET提出書類

大崎エンジニアリング株式会社(E02112)

臨時報告書

1/4



１【提出理由】

　当社は、会社法（平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下同じとします。）第179条第１項に規定する

特別支配株主である大崎電気工業株式会社（以下「大崎電気工業」といいます。）から、同法第179条の３第１項の規

定による株式売渡請求（以下「本売渡請求」といいます。）の通知を受け、平成28年６月30日開催の取締役会におい

て、本売渡請求を承認することを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関

する内閣府令第19条第２項第４号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

２【報告内容】

１．本売渡請求の通知に関する事項

(1）当該通知がされた年月日

平成28年６月30日

 

(2）当該特別支配株主の商号、本店の所在地及び代表者の氏名

商号 大崎電気工業株式会社

本店の所在地 東京都品川区東五反田二丁目10番２号

代表者の氏名 取締役会長　　渡辺　佳英

 

(3）当該通知の内容

　当社は、平成28年６月30日付で、大崎電気工業より、当社の特別支配株主として、当社の株主（大崎電気工業及

び当社を除きます。以下「本売渡株主」といいます。）の全員に対し、その所有する当社の普通株式の全部（以下

「本売渡株式」といいます。）を大崎電気工業に売り渡すことを請求する旨の通知を受けました。当該通知の内容

は以下のとおりです。

 

①　特別支配株主完全子法人に対して株式売渡請求をしないこととするときは、その旨及び当該特別支配株主完全

子法人の名称（会社法第179条の２第１項第１号）

　該当事項はありません。

 

②　本売渡請求により本売渡株主に対して本売渡株式の対価として交付する金銭の額及びその割当てに関する事項

（会社法第179条の２第１項第２号、第３号）

　大崎電気工業は、本売渡株主に対し、本売渡株式の対価（以下「本売渡対価」といいます。）として、その有

する本売渡株式１株につき800円の割合をもって金銭を割当交付いたします。

 

③　新株予約権売渡請求に関する事項（会社法第179条の２第１項第４号）

　該当事項はありません。

 

④　大崎電気工業が本売渡株式を取得する日（会社法第179条の２第１項第５号）

平成28年８月４日

 

⑤　本売渡対価の支払のための資金を確保する方法（会社法第179条の２第１項第６号、会社法施行規則第33条の

５第１項第１号）

　大崎電気工業は、本売渡対価を、同社が保有する現預金によりお支払いたします。大崎電気工業は、本売渡対

価の支払のための資金に相当する額の銀行預金を有しております。

 

⑥　上記の他、本売渡請求に係る取引条件を定めるときは、その取引条件（会社法第179条の２第１項第６号、会

社法施行規則第33条の５第１項第２号）

　本売渡対価は、取得日後合理的な期間内に、取得日の前日における当社の株主名簿に記載又は記録された本売

渡株主の住所又は本売渡株主が当社に通知した場所において、当社による配当財産の交付の方法に準じて交付さ

れるものとします。ただし、当該方法による交付ができなかった場合には、本売渡対価の交付について当社の本

社所在地にて当社の指定した方法、大崎電気工業が指定した場所及び方法又は当社と大崎電気工業で協議の上決

定された場所及び方法により、本売渡株主に対する本売渡対価を支払うものとします。
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２．本売渡請求を承認する旨の決定に関する事項

(1）当該通知がされた年月日

平成28年６月30日

 

(2）当該決定がされた年月日

平成28年６月30日

 

(3）当該決定の内容

　大崎電気工業からの通知のとおり、同社による本売渡請求を承認いたします。

 

(4）当該決定の理由及び当該決定に至った過程

　大崎電気工業が平成28年５月12日から平成28年６月22日までを買付け等の期間として実施した当社の普通株式

（以下「当社株式」といいます。）に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）に関して提出した

平成28年５月12日付意見表明報告書（以下「本意見表明報告書」といいます。）の「３　当該公開買付けに関する

意見の内容、根拠及び理由」の「(4）本公開買付け後の組織再編等の方針（いわゆる二段階買収に関する事項）」

に記載のとおり、本売渡請求は、本公開買付けの結果、大崎電気工業が、当社株式の全て（ただし、大崎電気工業

が所有する当社株式及び当社が所有する自己株式を除きます。）を取得し、当社を大崎電気工業の完全子会社とす

ることを目的とした一連の取引（以下「本取引」といいます。）の一環として行われるものであり、本売渡対価

は、本公開買付けに係る買付け等の価格（以下「本公開買付価格」といいます。）と同一の価格に設定されていま

す。

　そもそも、当社は、本意見表明報告書の「３　当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由」の「(2）意

見の根拠及び理由」の「③　当社における意思決定に至る過程」に記載のとおり、平成28年５月11日開催の取締役

会において、安定的な収益体質の再構築による確実かつ継続的な収益力の改善を実現することが必要不可欠である

との認識のもと、本取引により大崎電気工業の完全子会社となり大崎電気工業グループとの強固な連携を実現する

ことは、株主の皆様のリスク負担を回避しつつ、利益水準への悪影響や不確実性を伴う抜本的な施策、具体的に

は、医療用等の高精細ＦＰＤや車載用等の高品質センサーデバイスといった収益性の高い分野や製品に特化した形

での受注戦略の見直し及び人的・物的リソースの集中と、それに伴う積極的な新規顧客の開拓、カスタム化生産の

効率化及び更なる付加価値の創出（カスタム化による製品価値の向上は当社の競争優位性につながるものであるも

のの、今後は、それに要するコスト増加を抑制するための効率化と同時に、技術革新等による更なる強化が必要に

なると考えております。）、外注費や材料費といった製造原価の更なる圧縮等、当社の再成長に向けた施策を大胆

かつ迅速に実行する上で有用であり、当社の安定的な収益体質の基盤作りに資するものであることから、本取引に

より当社の企業価値の一層の向上が見込まれるとの結論に至りました。

　また、本公開買付価格が、(a）本意見表明報告書の「３　当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由」

の「(3）算定に関する事項」の「②　当社における独立した第三者算定機関からの株式価値算定書の取得」に記載

されている山田ＦＡＳ株式会社（以下「山田ＦＡＳ」といいます。）による当社株式の株式価値の算定結果のう

ち、市場株価法及びディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法に基づく算定結果の上限を上回るものであるこ

と、(b）本公開買付けの公表日の前営業日である平成28年５月10日のＪＡＳＤＡＱ市場（株式会社東京証券取引所

の開設する市場であるＪＡＳＤＡＱスタンダード市場を意味します。）における当社株式の終値373円に対して

114.48％（小数点以下第三位を四捨五入。以下株価に対するプレミアムの数値（％）について同じとします。）、

平成28年５月10日から過去１ヶ月間の終値単純平均値364円に対して119.78％、同過去３ヶ月間の終値単純平均値

365円に対して119.18％、同過去６ヶ月間の終値単純平均値388円に対して106.19％のプレミアムが加算されてお

り、相当なプレミアムが付されていると考えられること、(c）本意見表明報告書の「３　当該公開買付けに関する

意見の内容、根拠及び理由」の「(6）本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するため

の措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置」に記載の利益相反を解消するための措置が採られている

こと等、少数株主の利益への配慮がなされていると認められること、(d）上記利益相反を解消するための措置が採

られた上で、当社と大崎電気工業の間で独立当事者間の取引における協議・交渉と同等の協議・交渉が行われ、よ

り具体的には、山田ＦＡＳによる当社株式の株式価値に係る試算結果の内容や第三者委員会との協議等を踏まえな

がら、当社の１株当たり純資産額も一つの交渉要素とした上で真摯かつ継続的に協議・交渉が行われ、その結果と

して当初の提案価格から20円の増額がなされた価格であること等を踏まえ、本公開買付けは、当社の株主の皆様に

対して相当なプレミアムを付した価格での株式売却の機会を提供するものであると判断しました。

　以上より、当社は、平成28年５月11日開催の当社取締役会において、本公開買付けに賛同の意見を表明するとと

もに、当社の株主の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨する旨の決議をいたしました。

 

　その後、当社は、平成28年６月23日、大崎電気工業より、本公開買付けの結果について、当社株式2,167,460株

の応募があり、その全てを取得することとなった旨の報告を受けました。この結果、平成28年６月29日（本公開買

付けの決済の開始日）付で、大崎電気工業の有する当社株式の議決権所有割合（注）は96.02％となり、大崎電気

工業は、当社の特別支配株主に該当することとなりました。
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（注）　議決権所有割合とは、当社が平成28年５月11日に公表した「平成28年３月期決算短信〔日本基準〕（非

連結）」（以下「当社決算短信」といいます。）に記載された平成28年３月31日現在の発行済株式総数

（5,167,300株）から当社決算短信に記載された平成28年３月31日現在の当社が所有する自己株式数

（78株）を控除した株式数（5,167,222株）に係る議決権の数（51,672個）に対する割合（小数点以下

第三位を四捨五入）をいいます。

 

　このような経緯を経て、当社は、大崎電気工業より、平成28年６月30日付で、本意見表明報告書の「３　当該公

開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由」の「(4）本公開買付け後の組織再編等の方針（いわゆる二段階買収

に関する事項）」に記載のとおり、本取引の一環として、会社法第179条第１項に基づき、本売渡請求をする旨の

通知を受けました。

　そして、当社は、かかる通知を受け、本売渡請求を承認するか否かについて、慎重に協議、検討いたしました。

　その結果、平成28年６月30日開催の取締役会において、(a）上記のとおり、本取引により当社の企業価値の一層

の向上が見込まれると考えられること、(b）本売渡対価である800円は、本公開買付価格と同一の価格であり、本

意見表明報告書の「３　当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由」の「(6）本公開買付価格の公正性を

担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置」に記載

のとおり、本取引の公正性を担保するための措置が講じられていること等から、本売渡株主の皆様にとって相当な

価格であり、少数株主の利益への配慮がなされていると認められること、(c）大崎電気工業の平成28年６月24日現

在の残高証明書を確認した結果、同社が本売渡対価の支払のための資金に相当する額の銀行預金を有していること

から、大崎電気工業による本売渡対価の交付の見込みはあると考えられること、(d）本売渡対価は、取得日後合理

的な期間内に、取得日の前日における当社の株主名簿に記載又は記録された本売渡株主の住所又は本売渡株主が当

社に通知した場所において、当社による配当財産の交付の方法に準じて交付され、当該方法による本売渡対価の交

付ができなかった場合には、本売渡対価の交付について当社の本社所在地にて当社の指定した方法、大崎電気工業

が指定した場所及び方法又は当社と大崎電気工業で協議の上決定された場所及び方法により、本売渡株主に対する

本売渡対価を支払うものとされているところ、本売渡対価の交付までの期間及び支払方法について不合理な点は認

められないことから、本売渡請求に係る取引条件は相当であると考えられること等を踏まえ、本売渡請求は、本売

渡株主の利益に配慮したものであり、本売渡請求の条件等は適正であると判断し、大崎電気工業からの通知のとお

り、本売渡請求を承認する旨の決議をいたしました。

　なお、上記(c)のとおり、当社は、本売渡対価の支払の確実性に問題はないと判断しております。

 

　上記取締役会においては、大崎電気工業の代表取締役を兼務している当社取締役の渡辺光康氏を除く全ての取締

役の全員一致で当該決議を行っております。また、上記取締役会に出席した監査役（監査役３名中、出席監査役３

名（うち社外監査役２名））の全員が上記決議につき異議はない旨の意見を述べております。なお、渡辺光康氏

は、大崎電気工業の代表取締役を兼務しており、本取引に関し当社と利益が相反するおそれがあることから、当社

の上記取締役会における本売渡請求の承認に関する議題の審議には一切参加しておらず、当社の立場において大崎

電気工業との協議及び交渉にも一切参加しておりません。

 

以　上
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